
保 健 第 ３ ８ ９ 号

令和２年３月２３日

市町村（組合）教育委員会教育長 殿

（ 指 定 都 市 を 除 く 。 ）

岡山県教育庁保健体育課長

（ 公 印 省 略 ）

臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食

の調理業務等受託者に対する配慮について

このことについて、令和２年３月１８日付けで文部科学省から別添写しのとお

り連絡がありましたので、御配慮についてお願いします。

【本件問合せ先】

岡山県教育庁保健体育課

健康・安全教育班 指導主事（主幹）鈴木 美穂

ＴＥＬ：０８６－２２６－７５９１

ＦＡＸ：０８６－２２６－３６８４



 

事 務 連 絡 

令和２年３月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課 

中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 取 引 課 

 

 

臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けてい る 

学校給食の調理業務等受託者に対する配慮について（依頼） 

 

この度、政府の要請を踏まえた全国一斉の学校の臨時休業に伴って生じる課題への

対応として、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第２弾-」（令和 2 年 3

月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）が取りまとめられ、学校給食費に

関する保護者の負担軽減や、学校給食事業者に対する支援策が盛り込まれたところで

す（別紙参照）。 

臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食関係事業者に対す

る配慮については、令和 2 年 3 月 11 日付け事務連絡「臨時休業に伴う学校給食休止

により影響を受けている学校給食関係事業者に対する配慮について」により依頼を行

ったところですが、調理業務等受託者からは、契約書には「相手方と協議の上、契約

金額、その他の契約内容を変更することができる。」と記載があるにも関わらず、協議

がなされないなどの事例もあるとの意見が届いております。特に、学校給食法第 11条

第１項、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第 5条第 1項及び特

別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第 5 条第 1 項に基づ

き、学校の設置者が負担することとなっている「学校給食の実施に必要な施設及び設

備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの」に関す

る業務を委託している場合には、下記の事項に関する特段の御配慮についてお願い申

し上げます。 

各都道府県教育委員会学校給食主管課におかれては、域内の市区町村教育委員会に

対して、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の小学校、中学校、中等教育

学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校に対して、附属学校を置く各国公立大

学法人事務局におかれては、その設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第

１２条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校設置会社に対し

て、本件について周知くださるようお願いします。 

 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附属学校を置く各国公立大学法人事務局   

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定 

 を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

御中 

okayamaken




記 

 

学校の設置者は、政府の要請を踏まえた学校の臨時休業に伴い学校給食が休止とな

っている現状を踏まえ、その実情に応じて、受託事業者と十分協議されたいこと。そ

の際、学校給食の安定的な実施を図る観点にも配慮されたい。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 学校給食係、庶務・助成係 

TEL：03-5253-4111（内線 2694、2692） 

 

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課 

外食産業室 

   TEL：03-6744-7177 

 

中小企業庁事業環境部取引課 

TEL：03-3501-1669 

 



１
．
学
校
給
食
費
返
還
等
事
業

【補
助
対
象
経
費
】

学
校

設
置

者
が

キ
ャン

セ
ル

せ
ず

に
事

業
者

か
ら購

入
した

食
材

に
係

る
経

費
及

び
その

処
分

に
要

した
経

費
（

学
校

設
置

者
が

当
該

食
材

を
転

売
で

き
た

場
合

、売
上

金
額

分
は

除
く）

事
業

者
に

対
して

既
に

発
注

され
て

い
た

食
材

に
か

か
る

違
約

金
等

（
事

業
者

が
当

該
食

材
を

転
売

で
き

た
場

合
、売

上
金

額
分

は
除

く）
その

他
返

金
等

に
要

す
る

経
費

（
保

護
者

に
返

金
す

る
際

の
銀

行
振

込
手

数
料

等
）

【補
助
割
合
】

公
立

：
３

/４
国

庫
補

助
、１

/４
地

方
負

担
(う

ち
８

割
は

特
別

交
付

税
措

置
)

国
立

：
１

０
/１

０
補

助
私

立
：

３
/４

国
庫

補
助

（
公

立
給

食
費

平
均

額
の

３
/４

が
上

限
）

※
国

公
私

立
の

小
学

校
、中

学
校

、義
務

教
育

学
校

、中
等

教
育

学
校

（
前

期
課

程
）

、特
別

支
援

学
校

及
び

夜
間

課
程

を
置

く高
等

学
校

（
中

等
教

育
学

校
の

後
期

課
程

を
含

む
。）

が
対

象
※

学
校

給
食

費
を

無
償

化
して

い
る

場
合

も
対

象

保
護

者
負

担
軽

減
の

観
点

か
ら、

原
則

３
月

２
日

か
ら春

休
み

ま
で

の
臨

時
休

業
期

間
の

学
校

給
食

費
（

食
材

費
）

の
保

護
者

へ
の

返
還

等
に

つ
い

て
、政

府
か

ら学
校

設
置

者
に

要
請

。
保

護
者

へ
の

返
還

や
食

材
の

キ
ャン

セ
ル

費
等

に
よ

り学
校

設
置

者
の

負
担

とな
る

費
用

に
対

し、
国

が
補

助
を

行
う。

学
校
臨
時
休
業
対
策
費
補
助
金

令
和

元
年

度
予

備
費

１
８

２
億

円

２
．
衛
生
管
理
改
善
事
業

学
校

給
食

再
開

に
向

け
、学

校
給

食
調

理
業

者
（

パ
ン

、米
飯

、め
ん

等
の

最
終

加
工

・納
品

業
者

を
含

む
）

が
職

員
研

修
や

設
備

等
購

入
を

行
う際

に
係

る
経

費
を

地
方

公
共

団
体

が
支

援
す

る
事

業
に

対
し、

国
が

補
助

を
行

う。
【補
助
対
象
経
費
】

＜
研
修
費
＞

令
和

２
年

４
月

か
らの

学
校

給
食

再
開

に
向

け
た

、新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
感

染
症

も
踏

ま
え

た
衛

生
管

理
の

徹
底

・
改

善
を

図
る

た
め

の
研

修
参

加
料

、テ
キ

ス
ト代

（
従

業
員

３
人

以
下

の
企

業
の

場
合

は
、研

修
開

催
の

た
め

の
会

場
借

料
費

や
業

務
代

替
人

件
費

に
つ

い
て

も
対

象
）

［
従

業
員

３
人

以
下

の
企

業
の

場
合

の
限

度
額

:２
２

万
円

］
［

従
業

員
４

人
以

上
の

企
業

の
場

合
の

限
度

額
: 

５
千

円
］

＜
設
備
更
新
費
＞

自
動

手
洗

消
毒

器
な

どの
衛

生
管

理
に

必
要

な
設

備
の

更
新

に
係

る
経

費
［

限
度

額
:４

５
万

円
］

＜
消
耗
品
費
＞

エ
プ

ロン
、帽

子
（

落
髪

防
止

用
）

、手
袋

、マ
ス

ク、
長

靴
（

防
滑

性
）

、ア
ル

コー
ル

溶
液

、デ
ジ

タル
温

度
計

（
食

品
用

防
水

セ
ンサ

ー
）

、室
内

用
温

度
計

な
どの

衛
生

関
係

消
耗

品
の

購
入

費
［

限
度

額
:３

０
万

円
］

【補
助
割
合
】

２
/３

国
庫

補
助

、１
/３

地
方

負
担

(う
ち

８
割

は
特

別
交

付
税

措
置

)

文
部
科
学
省

補
助

全
国
学
校
給
食
会
連
合
会

各
都
道
府
県
学
校
給
食
会

学
校
設
置
者

（
国
公
私
）

地
方
公
共
団
体

保
護
者補
助
①

補
助
②

事
業
の
流
れ

学
校
給
食
調
理
業
者

（
パ
ン
、米
飯
、め
ん
等

の
最
終
加
工
・納
品
業
者

を
含
む
）

事
業
者

食
材
に
か

か
る
違
約

金
等

・研
修
費

・設
備
更
新
費

・消
耗
品
費
を
支
援

学
校
給
食
費

の
返
還

emori
テキスト ボックス
別紙



１
．
販
売
サ
イ
ト
支
援
対
策

学
校
向
け
未
利
用
食
品
の
新
た
な
販
売
先
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
サ
イ
ト
を

既
存
の
販
売
サ
イ
ト
の
中
に
増
設
、
運
営
、
周
知
す
る
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
当
該
サ
イ
ト
で
の
販
売
を
目
的
と
し
た
未
利
用
食
品
の
保
管
・配

送
経
費

を
支
援
し
ま
す
。

２
．
地
域
に
お
け
る
取
組
支
援
対
策

地
域
に
お
い
て
学
校
向
け
未
利
用
食
品
の
即
売
会
の
開
催
な
ど
新
た
な
販

売
先
を
確
保
す
る
た
め
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
当
該

取
組
で
の
販
売
を
目
的
と
し
た
未
利
用
食
品
の
保
管
・
配
送
経
費
を
支
援
し
ま

す
。

３
．
事
業
者
へ
の
配
送
料
等
へ
の
支
援
対
策

学
校
向
け
未
利
用
食
品
の
新
た
な
販
売
先
を
独
自
に
確
保
し
た
際
の

保
管
・配

送
経
費
を
支
援
し
ま
す
。

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
影
響
に
伴
う
小
学
校
、
中
学
校
等
の
一
斉
臨
時
休
業
に
よ
り
発
生
す
る
、
学
校
給
食
で
活
用
す
る
予
定
で
あ
っ
た

未
利
用
食
品
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
実
需
者
等
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
や
保
管
・
配
送
料
等
の
費
用
を
支
援
し
ま
す
。

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

学
校
給
食
の
休
止
に
伴
う
未
利
用
食
品
活
用
緊
急
促
進
事
業
の
う
ち

新
た
な
販
路
へ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
等
促
進
対
策

【
令
和
元
年
度
予
備
費

３
９
６
百
万
円
】

独
自
の
営
業
活
動

即
売
会
等
で
販
売

会
場
費

販
売
サ
イ
ト
増
設
費
用

販
売
サ
イ
ト

食
品
関
連
事
業
者

新
た
な
販
路
へ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
食
料
産
業
局
食
品
流
通
課
（
0
3
-3
5
0
2
-8
2
6
7
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
食
品
関
連
事
業
者
等

（
公
財
）
食
品
等
流
通
合
理
化
促
進
機
構

＜
定
額
＞

＜
定
額
＞

学 校 向 け 未 利 用 食 品

保 管 ・ 配 送 費



１
．
フ
ー
ド
バ
ン
ク
活
用
の
促
進
対
策

未
利
用
食
品
を
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
寄
附
す
る
又
は
フ
ー
ド
バ
ン
ク
と
調
整
の
上
で
福
祉
施
設

等
に
直
接
寄
附
す
る
際
に
必
要
と
な
る
輸
配
送
費
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
再
生
利
用
の
促
進
対
策

や
む
を
得
ず
廃
棄
す
る
こ
と
と
な
る
未
利
用
食
品
を
再
生
利
用
す
る
際
に
必
要
と
な
る
輸
配

送
費
及
び
再
生
利
用
事
業
者
に
対
し
て
支
払
う
再
生
利
用
に
係
る
処
理
費
を
支
援
し
ま
す
。

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
う
休
校
に
よ
り
発
生
す
る
、
学
校
給
食
で
活
用
す
る
予
定
で
あ
っ
た
未
利
用
食
品
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
食
品
関
連
事
業
者
等
が
、

フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
寄
附
す
る
際
に
輸
配
送
費
を
負
担
す
る
場
合
や
、
再
生
利
用
（
飼
料
化
・
肥
料
化
等
）
す
る
際
に
輸
配
送
費
や
処
理
費
を
負
担
す
る
場
合
に
、
そ
の
費
用
を
支
援
し
ま
す
。

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

国
食
品
関
連
事
業
者
等

定
額

＜
事
業
の
流
れ
＞

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
食
料
産
業
局
バ
イ
オ
マ
ス
循
環
資
源
課
（
0
3
-6
7
3
8
-6
4
7
7
）

学
校
給
食
の
休
止
に
伴
う
未
利
用
食
品
活
用
緊
急
促
進
事
業
の
う
ち

フ
ー
ド
バ
ン
ク
活
用
の
促
進
対
策
及
び
再
生
利
用
の
促
進
対
策

《補
助
率
》

輸
配
送
費
(右

図
②
)

・車
両
の
庸
車
に
よ
り
行
う
も
の
：
定
額
（
7
,0
0
0
円
/ト
ン
以
内
）

再
生
利
用
に
係
る
処
理
費
(右

図
③
)

・定
額
（
3
2
円
/キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内
）

【
令
和
元
年
度
予
備
費

２
９
８
百
万
円
】

フ
ー
ド
バ
ン
ク

再
生
利
用

事
業
者

新
た
な
販
売
先
を
探
し
、

可
能
な
限
り
販
売

食
品
関
連

事
業
者
等

福
祉
施
設
・

こ
ど
も
食
堂
等

輸
配
送
費
①

※
1

ど
う
し
て
も
販
売
が
難
し
い
場
合

（
賞
味
期
限
に
あ
ま
り
余
裕
が
な
い
等
）

ど
う
し
て
も
フ
ー
ド
バ
ン
ク
へ
の
寄
附
が
難
し
い
場
合

（
消
費
期
限
・
賞
味
期
限
切
れ
、
品
質
劣
化
等
）

フ
ー
ド
バ
ン
ク
へ
の
寄
附

飼
料
・
肥
料
等
へ
の
再
生
利
用

輸
配
送
費
②

処
理
費
③
※
2

飼
料
・
肥
料
等

農
業
者
等

（
※
2

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
製
品
の
原
材
料
と
し
て
再
生
利
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
）

食
品
関
連

事
業
者
等

《補
助
率
》

輸
配
送
費
(右

図
①
)

・車
両
の
庸
車
に
よ
り
行
う
も
の
：
定
額
（
7
,0
0
0
円
/ト
ン
以
内
）

・小
口
配
送
便
等
に
よ
り
行
う
も
の
：
定
額
（
7
0
円
/キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内
）

《両
対
策
の
主
な
要
件
》

・新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
う
小
学
校
、
中
学
校
等
の
一
斉
臨
時
休
業
に
よ
り

発
生
す
る
、
学
校
給
食
で
活
用
予
定
で
あ
っ
た
未
利
用
食
品
の
有
効
活
用
を
図
る
も
の
で
あ

る
こ
と
（
令
和
２
年
２
月
2
7
日
～
３
月
3
1
日
の
取
組
が
対
象
）
。

・需
要
の
減
少
や
こ
れ
に
伴
う
取
引
先
か
ら
の
注
文
の
キ
ャ
ン
セ
ル
等
に
よ
り
や
む
を
得
ず
発
生
し
、

代
替
販
路
が
確
保
で
き
な
い
未
利
用
食
品
で
あ
る
こ
と
。

食
品
関
連

事
業
者
等

休
校
に
よ
り

未
利
用
食
品
が

発
生
！

（
※
1

フ
ー
ド
バ
ン
ク
と
調
整
の
上
で
福
祉
施
設
等
に
直
接
寄
附
す
る
際
は
、
そ
の
輸
配
送
費
を
支
援
）


